
公示第８５号

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する関係基準の

解釈及び運用について

「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」（平成２１年９月３０日付

け公示第６１号。以下「処分基準」という。）及び「一般旅客自動車運送事業者の法令違

反に対する行政処分等の公表の基準について（平成１４年１月１７日付け府運陸一第４７

号、府運陸二第５０号。以下「公表基準」という。）」の解釈及び運用について次のとおり

定める。

なお、「一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する関係通達の解釈及び運用に

ついて」（平成１４年１月１７日付け国自総第４１９号、国自旅第１４４号、国自整第１

４２号。以下「平成１４年通達」という。）は、廃止する。

平成２１年１０月 ６日

一部改正 平成２３年 ２月１０日

一部改正 平成２５年１０月１８日

一部改正 令和２年１１月２７日

内閣府沖縄総合事務局運輸部長

Ⅰ処分基準関係

１．処分基準１．通則関係

（１）処分基準１．（１）の勧告又は警告を行うときは、「勧告書」又は「警告書」を発

出するものとする。この場合において、「警告書」は「勧告書」より厳しい文章表

現とする。

（２）処分基準１．（２）に規定する「同一の違反」は、処分基準別表第１に定める違

反行為の事項ごととし、同一の事項における違反については、違反の多寡にかかわ

らず同一の違反とする。

（３）次のいずれかに該当する場合の処分基準１．（２）における営業所の行政処分等

の履歴の取扱いについては、次によるものとする。

① 営業所の合併があった場合、合併前の営業所が受けた行政処分等は、合併後の

営業所が受けた行政処分等として取り扱うものとする。

② 営業所の分割があった場合、分割前の営業所が受けた行政処分等は、当該営業

所に係る運送事業の全部又は一部を承継した営業所それぞれが受けた行政処分等



として取り扱うものとする。

③ 事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続人の営

業所が受けた行政処分等は、合併後の法人又は相続人の相当する営業所が受けた

行政処分等として取り扱うものとする。

④ 事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡（処分基準１．(16)

の「事業の全部若しくは一部の譲渡」をいう。）により、運送事業の全部又は一

部の譲渡があった場合、分割前の法人又は譲渡人の営業所（以下この号において

「従前営業所」という。）が受けた行政処分等は、分割により承継した法人又は

譲渡人及び譲受人の、従前営業所に係る運送事業の全部又は一部を承継した営業

所それぞれが受けた行政処分等として取り扱うものとする。

（４）処分基準１．（７）の「一定の違反」とは、処分基準別表第１の違反行為の事項

欄中（※）､（◎）若しくは（☆）が付されている違反又は救護義務違反、酒酔い

運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転若しくは

最高速度違反を伴う事故を引き起こした場合における当該違反に関連する処分基準

に掲げる違反事項に係る違反とする。

（５）処分基準１．（９）の「相当の注意及び監督が尽くされたことの証明」とは、事

業者が平素乗務員に対し輸送の安全性についての訓示を与えたり、関係法令の遵守

について指導を行っている程度の事実関係では適用しないものとし、整備管理、運

行管理等を総合的に見て判断するものとする。

（６）処分基準１．(10)の「旅客自動車運送事業関係行政処分審査委員会」は、運輸部

長、総務運航課長、陸上交通課長、監査指導課長、車両安全課長、上席自動車監査

官、自動車監査官等で構成するものとし、設置要領については、沖縄総合事務局に

おいて作成するものとする。

（７）処分基準１．(16)の「事業の全部若しくは一部の譲渡」とは、道路運送法第３６

条第１項の規定による認可を要する運送事業の事業の譲渡のほか、運送事業の事業

目的のために組織化され、有機的一体として機能する事業用自動車等の財産（運転

者との雇用関係その他経済的価値のある事実を含む。以下同じ。）を譲渡すること

により、実質的に運送事業を譲渡した場合を含むものとする。

（８）（７）の実質的に運送事業を譲渡した場合における処分基準１．(16)の「継続性

及び同一性を有すると認められるもの」は、次の①又は②の基準を参考とし、かつ、

資本及び役員の実態を勘案して判断するものとする。

① 譲渡人の運送事業について、事業目的のために組織化され、その有機的一体と

して機能する事業用自動車等の財産の概ね２分の１以上が譲受人（２以上の譲受

人があるときは、当該２以上の譲受人）に譲渡されていると認められる場合

② 譲受人（２以上の譲受人があるときは、それぞれの譲受人）の運送事業につい

て、事業目的のために組織化され、その有機的一体として機能する事業用自動車

等の財産の概ね２分の１以上が譲渡人から譲渡されていると認められる場合

２．処分基準２．法令違反に係る点数制度関係

（１）処分基準２．（４）②の「所要の措置」とは、処分基準１．(11)による措置その



他行政処分に際して受けた指導内容に係る措置をいう。

（２）１．（７）及び（８）の規定は、処分基準２．（７）の「事業の全部若しくは一部

の譲渡」について準用する。

３．処分基準３．自動車等の使用停止処分関係

（１）処分基準３．（５）の「処分車両数及び処分期間の配分」については、処分権者

が、あらかじめ、処分等の実効性を確保するために必要な最低停止車両数（遊休車

両の台数を考慮するものとする。）、停止対象となる車両等についての基準（以下「当

該基準」という。）を定め、これを公表するものとする。

なお、当該基準には、停止対象の車両の決定基準として以下の①から④を規定し、

処分権者が停止対象の車両指定及び停止時期指定を速やかに行うものとする。

また、停止対象の車両指定は、①、②、③、④の順に該当する車両を指定するも

のとする。

①違反事業者の違反営業所等の違反車両

②違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月が同一の車両（④の車両を

除く。）

③違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、初度登録年月が新しい車両④の車

両を除く。）

④違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、特種需要に対応する車両

（２）（１）の「遊休車両の台数」は、次の式により算出する（１台未満の端数は切り

捨てる。）ものとする。

監査日において事業者が保有する車両数×（１－実働率）

実働率は、原則として、監査日前３ヶ月（土曜日、日曜日、祝日及び事業者の全

休日を除く。）の平均実働率とし、事業者から提出された輸送実績報告書等の延実

在車両数、延実働車両数に基づき算出するものとする。この場合において、事故車

両、故障車両、車検中の車両その他稼働することが不可能な車両については、稼働

車両に含めるものとする。

この場合において、沖縄総合事務局は、地域の実情を考慮して稼働車両に含める

車両を別に定め、公表することができるものとする。

なお、監査日から処分日までの間に増車の認可又は届出があったときは、その台

数分を遊休車両の台数に加えるものとし、その間に減車が確認されたときは、その

台数分を遊休車両の台数から減ずるものとする。

（３）処分基準１．(16)を適用して処分基準３．の自動車等の使用停止処分を行う場合

は、事前に国土交通省自動車局安全政策課及び旅客課に連絡するものとする。

４．処分基準４．事業の停止処分関係

（１）処分基準４．(１)の事業の停止処分を行う場合には、事前に国土交通省自動車局

安全政策課及び旅客課に連絡するものとする。

（２）処分基準４．(１)③ロの「運行管理者が全く不在（選任なし）」とは、監査時に

おいて、特段の理由（運行管理者の急死、急病等）もなく選任を怠っていた場合を



いう。

（３）処分基準４．(１)③ハの「著しく遵守されていない」とは、事業用自動車の運転

者の勤務時間及び乗務時間に係る基準（平成１３年国土交通省告示第１６７５号。

以下「告示」という。）の未遵守が１ヶ月間で計３１件以上あった運転者が３名以

上確認され、かつ、過半数の運転者について告示に規定する拘束時間の未遵守が確

認された場合をいう。

（４）処分基準４．(１)③ニの「点呼を全く実施していない」とは、事業用自動車の日

常点検の実施又は確認の報告、酒気帯びの有無及び健康状態の確認並びに事業用自

動車、道路及び運行状況の報告等乗務前及び乗務後の点呼において実施すべき点呼

項目が全く実施されていない場合をいう。

（５）処分基準４．(１)③ヘの「整備管理者が全く不在（選任なし）」とは、監査時に

おいて、特段の理由（整備管理者の急死、急病等）もなく選任を怠っていた場合を

いう。

（６）処分基準４．(４)の「改善計画」の様式例は、別添のとおりとする。

（７）処分基準４．(７)の規定により７日間の事業の停止処分をした後で、処分基準

４．(５)に該当することが判明した場合においては、更に同項の規定により事業の

停止処分を行うものとする。この場合において、同項中「１４日間」とあるのは、

「７日間」とする。

（８）処分基準４．(９)の規定により３日間の事業の停止処分をした後で、処分基準

４．(５)に該当することが判明した場合においては、更に同項の規定により事業の

停止処分を行うものとする。この場合において、同項中「１４日間」とあるのは、

「１１日間」とする。

（９）処分基準４．(８)の規定により３日間の事業の停止処分をした後で、処分基準

４．(６)に該当することが判明した場合には、更に同項の規定により事業の停止処

分を行うものとする。この場合において、同項中「７日間」とあるのは、「４日間」

とする。

（10）処分基準４．(９)の規定により３日間の事業の停止処分をした後で、処分基準

４．(７)に該当することが判明した場合においては、更に同項の規定により事業の

停止処分を行うものとする。この場合において、同項中「７日間」とあるのは、「４

日間」とする。

５．処分基準５．営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令関係

（１）処分基準５．(１)の営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を行う場合には、

事前に国土交通省自動車局安全政策課及び旅客課に連絡するものとする。

（２）処分基準５．(３)の「改善計画」の様式例は、別添のとおりとする。

６．処分基準６．許可の取消処分関係

（１）処分基準６．(１)の許可の取消処分を行う場合には、事前に国土交通省自動車局

安全政策課及び旅客課に連絡するものとする。

（２）処分基準６．（１）の「改善計画」の様式例は、別添のとおりとする。



（３）１．(７)及び(８)の規定は、処分基準６．(２)②の「事業の全部若しくは一部譲

渡」について準用する。

Ⅱ 公表基準関係

公表基準４．(１)による報道機関等への資料提供のうち、一般紙への資料提供につい

ては、地域の実情に応じ、違反点数が２０点を超えた事業者について行うことでもよい

ものとする。

附 則

１．この「解釈及び運用」は、平成２１年１０月１日から施行する。

２．Ⅰ１．(４)、３．(３)並びに４．(４)、(５)及び(７)の規定は、この「解釈及び運用」

の施行後に違反行為があったものについて適用し、この「解釈及び運用」の施行前の違

反行為については、これらの規定に相当する従前の平成１４年通達の規定により行政処

分等を行うものとする。

３．この「解釈及び運用」の施行前の違反行為については、廃止前の平成１４年通達Ⅰ１．

(12)及び(13)の規定は、なおその効力を有するものとする。

附 則(平成２３年２月１０日付け府運監指第１２号、公示第２１号）

この「解釈及び運用」は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則(平成２５年１０月１８日付け府運監指第２０２号、公示第８５号）

１．この「解釈及び運用」は、平成２５年１１月１日から施行する。

２．処分基準附則２．に基づいて従前の規定により行政処分等を行う場合は、なお従前の

例による。

附 則（令和２年１１月２７日付け府運監指第１４１号、公示第７１号）

１．この「解釈及び運用」は、令和２年１１月２７日から施行する。

２．令和２年１１月２６日以前の違反行為については、改正前の規定により行政処分を行

うものとする。



（別添）

令和〇年〇月〇日

沖縄総合事務局長 あて

〇〇〇〇〇バス（株）

代表者 ・・・・・

改善計画書

今般、当社の事業運営に係る道路運送法及び関係法令違反に基づき予定される

行政処分に対して、違反又は事故の再発防止及び安全の確保並びに生活交通の確

保に関する具体的方策に関する計画を策定したので報告いたします。

（違法又は事故の再発防止及び輸送安全確保の具体的方策）

１．具体的な違法行為改善策

２．違法行為再発防止策

３．安全総点検の実施

４．安全マネジメント体制の導入（見直し）

５．運行管理体制の見直し

６．乗務員に対する研修、指導の徹底

７．安全性向上に向けた革新技術の導入

（生活交通の確保の具体的方策）

８．生活交通の確保に係る自己の方策

例：輸送力の増強計画

９．他事業者の協力等による生活交通の確保に係る方策

（行動計画期間その他）

10．計画期間
11．計画の実施に当たっての配慮事項

※ 改善計画書のイメージ


